
 

 

 

 

27 

4-3. ソフト対策 

(1)防災情報が一元的に閲覧できるポータルサイトの開設【国】 

各防災行政機関が各機関のホームページにおいて発信している防災情報サイトを利用者

がアクセスしやすいようにとりまとめ、一元的に閲覧できる「筑後川・矢部川防災ポータ

ルサイト」を筑後川河川事務所ホームページに開設し、地域の防災力向上(自助・共助)を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筑後川河川事務所ホームページ 

 

2023/〇/〇 

図 4- 5 筑後川・矢部川防災ポータルサイトから「川の防災情報」を開いた例 
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(2)タイムラインの観点から、水門・樋門の開閉状況、排水機場の操作状況等の情報提供

【国・県・久留米市・大刀洗町】 

タイムラインの観点により、水門・樋門の開閉状況や排水機場の操作状況等の情報を関

係機関が共有し、住民へ適切に提供し避難行動へ繋げる。 
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■ 水門・排水機場の基本操作

水門閉操作
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（内水位＞始動水位）
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第２報 ポンプ稼動
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排水機場始動・停止水位
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水門閉

第４報

水門開 第３報

第３報 ポンプ停止

※国は監視及び操作支援
※内水位は、操作員が
自治体へ報告。
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操作員 自治体
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操作員 自治体

操作員 自治体
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水門開操作

全開時

住民・
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水門全開情報
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図 4- 6 水門操作防災周知の連絡体制 
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(3)災害リスク説明、防災教育の実施【国・県・久留米市・小郡市・大刀洗町】 

出前講座等を活用し、地域の災害リスク説明並びに防災教育を行い、地域の防災力向上

（自助・共助）を図る。また、住民が主体となって行う防災訓練の取組みに繋げる。 

 

 

写真 4- 5 出前講座(災害リスク説明)の様子 

 

 

写真 4- 6 防災訓練の様子 
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出典：久留米市ホームページ 

 

 

 

 

図 4- 7 弓削校区ハザードマップ(大刀洗川) 
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(4)流域タイムラインの作成・実施【国】 

流域タイムラインを各機関と協力して作成し、災害時に活用する。また適宜改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4- 8 筑後川流域タイムライン(中流域) 
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(5)危機管理型水位計の設置【国】 

洪水時の水位観測に特化した水位計を活用し、これまで水位計のなかった河川や地先レ

ベルでのきめ細やかな水位把握が必要な河川への水位計の普及を促進し、水位観測網の充

実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4- 9 危機管理型水位計の設置箇所 
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(6)排水機場の監視カメラ画像公開、内水位の情報提供【国】 

大刀洗排水機場等の監視カメラ画像をホームページに公開し、住民の早期避難行動に繋

げる。 

 

大刀洗排水機場

江川排水機場

陣屋川排水機場

枝光排水機場

古賀坂排水機場

山ノ井下流排水機場

 

図 4- 10 監視カメラの設置箇所  

 

出典：筑後川河川事務所ホームページ 

図 4- 10 監視カメラの情報公開一例 
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(7)ポンプ稼働中を知らせる回転灯設置【国】 

地域住民等に排水機場のポンプ稼働を知らせる回転灯を大刀洗排水機場に設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水機場の屋上内水側にポンプ稼働中に 
点灯する回転灯を設置 

大刀洗排水機場 

大刀洗川 

写真 4- 7 回転灯の設置状況 

図 4- 11 大刀洗排水機場位置図 
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(8)危機管理型水位計と簡易監視カメラを設置し、ホームページでの公開【県】 

県管理河川の監視体制や地域住民への情報提供を強化し、早急な水防活動や住民の適切

な避難判断を支援するため、危機管理型水位計・簡易監視カメラを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

簡易監視カメラ設置(例)危機管理型水位計設置(例)

現在水位 堤防の高さまで あと ○○ [cm]

観測開始
水位

堤防
まで

＜現在＞

５分間隔で観測0cm

50cm

100cm

150cm

観測開始
水位

河
川
堤
防

観測局情報
観測局
名

水系名

河川名

所在地

○○橋

□□水系

△△川

○○市□□町

ＨＰ公表(例)
観測開始水位を

超えてから観測開始

リアルタイムの
簡易監視カメラの映像

 

図 4- 12 危機管理型水位計、監視カメラの設置例 

【凡例】 
（新設）危機管理型水位計 
（新設）簡易型河川監視カメラ 
（既設）水位計 
（既設）監視カメラ 

大刀洗川 
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(9)排水ポンプ車【県】 

浸水被害を軽減するため、県の排水ポンプ車を活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4- 8 排水ポンプ車の活用状況 
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(10)水門・樋門の開閉状況のホームページ公開【久留米市】 

筑後川など本流の河川増水に伴う大刀洗水門・陣屋川水門等の開閉状況に関する情報を

市民へ提供し、避難行動に役立てて頂く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：久留米市ホームページ 

 

  

 

図 4- 13 水門・樋門開閉状況の公開 
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(11)過去の被害を反映した道路冠水注意マップを更新し、ホームページ公開 

【久留米市・小郡市・大刀洗町】 

大雨時に冠水のおそれのある道路や避難に関する情報を市民へ提供し、平時から注意す

べき箇所を認識してもらい、いざという時に適切な避難行動を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：久留米市ホームページ 

 

 

自分が知りたい校区を 

クリックすると、 

道路冠水マップが表示される 

避難所情報 

道路冠水 

対象降雨 

図 4- 14 道路冠水マップ（久留米市） 
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出典：久留米市ホームページ 

 

 図 4- 15 防災情報の入手方法（久留米市） 
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出典：小郡市ホームページ 

 

 

 
図 4- 16 道路冠水マップ（小郡市） 
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出典：大刀洗町ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

図 4- 17 道路冠水マップ（大刀洗町） 
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(12)福岡県防災ホームページの運用【県】 

地震・津波、台風、大雨等の防災気象情報、市町村からの避難情報、避難所の場所や開

設・混雑情報、災害時の取るべき行動などを、地図やイラストでわかりやすく通知する。

（平成１６年１月運用開始、令和３年６月リニューアル） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇月〇日 〇〇：〇〇更新 〇月〇日 〇〇：〇〇更新 

図 4- 18 福岡県防災ホームページ 
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(13)福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の運用【県】 

現在地及び登録した県内市区町村の気象情報や避難情報、全国の避難所情報、いざとい

うときにとるべき行動などを配信する。（令和４年１２月配信開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4- 19 ふくおか防災ナビ・まもるくん画面イメージ 
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(14)防災メール・まもるくんの運用【県】 

地震・津波、台風、大雨等の防災気象情報や、市町村からの避難情報、地域の安全情報

などをメールで通知する。（平成１７年６月配信開始） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4- 20 福岡県防災メール・まもるくんホームページ 
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(15)防災チャットボットの導入【久留米市】 

災害時に地域役員や消防団員等が、LINEに投稿した浸水被害の現場状況等の写真を、地

図上で閲覧できるアプリの運用を実施し、避難行動を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4- 21 防災チャットボット（久留米市） 
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(16)市公式ホームページの改修【久留米市】 

防災に関する様々な情報を「知る・学ぶ」「備える」「行動する」のカテゴリーに分け

て、各情報にも絵やピクトグラムを付け、より迅速かつ簡潔に閲覧できるよう整理するこ

とで、防災意識の啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17)水門施設および排水施設の操作人への操作講習会実施【久留米市】 

排水機場においての適切な水門等の操作に向けた取り組みとして、各施設の操作人への

水閘門等操作講習会を実施する。排水機場においての適切な操作実施と操作人の安全確保

のため、操作人を 2 名体制とし、新任の操作人への実操作時の立会と排水機場等の操作状

況の確認を適宜実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4- 22 防災情報ポータルサイト（久留米市） 
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(18)水門・樋門の開閉状況等を反映した避難情報発令基準の運用【久留米市】 

気象予報や筑後川合流部水門の開閉状況を避難情報発令基準に反映させ、より細やかな

避難情報発令を行う。 

 

洪水予報河川 水位周知河川 中小河川

筑後川

隈上川、小石原川、巨
瀬川、大刀洗川、宝満
川、高良川、広川、田
手川

金丸川、山ノ井川、下
弓削川、陣屋川、切通
川

【警戒レベル３】
高齢者等避難

・指定河川洪水予報
（３時間後までの予報）
により、今後、水位観
測所の水位が『氾濫危
険水位』に到達するこ
とが予想される場合

・大雨警報（浸水害）
又は洪水警報が発表
されている場合で、水
位観測所の水位が『氾
濫注意水位』に到達し
た場合

・大雨警報（浸水害）
又は洪水警報が発表
されている場合で、水
位観測所の水位が『氾
濫注意水位』（『避難
準備水位』）に到達し
た場合

【警戒レベル４】
避難指示

・指定河川洪水予報
「氾濫危険情報」が発
表された場合
※河川事務所より「河
川氾濫のおそれ」の緊
急即報メールが配信
・水位観測所の水位が
『氾濫危険水位』に到
達し、指定河川洪水予
報により水位上昇が予
想されている場合

・大雨警報（浸水害）
又は洪水警報が発表
されている場合で、水
位観測所の水位が『避
難判断水位』に到達し
た場合

・大雨警報（浸水害）
又は洪水警報が発表
されている場合で、水
位観測所の水位が『氾
濫危険水位』（『避難
指示水位』）に到達し
た場合
・大雨警報（浸水害）
又は洪水警報が発表
されている場合で、水
門又は樋門を閉じた場
合

・異常な漏水が発見さ
れた場合

警戒レベル５
緊急安全確保

・氾濫開始水位に到達
したとき

・堤防の決壊や越水・
溢水が発生した場合
・堤防の異常な漏水・
浸食の進行や亀裂・滑
り等により決壊の恐れ
が高まった場合
・樋門・水門等の施設
の機能支障が発見さ
れた場合や排水機場
の運転を停止せざるを
得ない場合。

各河川共通
河川名

避
難
情
報
発
令
基
準

水害時の避難情報発令基準

 

図 4- 23 水害時の避難情報発令基準 
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(19)水害に対応した避難所の指定【久留米市・小郡市・大刀洗町】 

洪水浸水想定区域図(浸水深)を踏まえ、水害に対応した避難所の選定を実施する。 

 

１．指定避難所の指定状況

（１）指定避難所・・・１４２施設

自宅が被災した住民等が一定期間避難生活を送るための避難所。

地域住民の避難の利便性等を考慮し、校区コミュニティセンターや

小中学校などを指定。主に校区コミュニティセンターを最初に開設。

※ 校区コミュニティセンター ４６施設

※ 小学校 ４６施設

※ 中学校 １７施設

※ 高校 ５施設

※ その他の施設 ２８施設

指定避難所の概要

校区コミュニティセンター
 

 

１．開設避難所の考え方

○コミュニティセンターが浸水しない校区

・コミュニティセンター （昨年までと同様）

○コミュニティセンターが浸水する校区

・小学校又は中学校 （高層階を有する小中学校を開設）

※ただし、コミュニティセンターと小中学校が隣接している場合は、避難

準備情報の段階に限り、コミュニティセンターの開設を可とする。

※また、校区において、既存の指定避難所では水害に対応できない場合

は、校区内の民間施設の活用、指定避難所の追加指定を検討する。

今後の方向性

 

 

図 4- 24 避難所について（久留米市） 
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※必要に応じて、避難所を開設します。 

開設する避難所は、ホームページ等で確認してください。 

 

 

 

 

図 4- 25 避難所一覧（小郡市） 
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出典：大刀洗町ホームページ 

 図 4- 26 避難所一覧（大刀洗町） 
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(20)雨水流出抑制施設の設置に伴う助成制度の創設【久留米市】 

雨水貯留タンクの設置に要する費用の一部を助成する制度の創設を令和 2 年度より実施

している。 
 

 

図 4- 27 雨水貯留施設の整備イメージ 

 

 

(21)避難情報発令支援システムの導入【久留米市】 

避難情報発令にあたり必要となる河川水位等の情報を自動収集し、的確に避難情報発令

のタイミングを把握し、円滑に住民への情報発信を行うためのシステム導入を令和 2 年度

より実施している。 
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(22)洪水標識（想定浸水深）の設置の検討【国・久留米市】 

洪水ハザードマップの更なる普及啓発、住民の水害に対する危機意識の醸成のため「ま

るごとまちごとハザードマップ」の取組みにより、市内各所に洪水標識（想定浸水深）を

設置し、浸水リスクの周知を図る。 

 

 

図 4- 28 洪水標識（想定浸水深）の設置イメージ 

 

(23)ウェブ版ハザードマップの導入【久留米市】 

様々なハザードマップをパソコンやスマートフォンで容易に閲覧可能にするウェブ版ハ

ザードマップの導入し、避難行動を支援。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 4- 9 ウェブ版ハザードマップ 
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(24)ウェブ版ハザードマップの導入【小郡市、大刀洗町】 

様々なハザードマップをパソコンやスマートフォンで容易に閲覧可能にするウェブ版ハ

ザードマップ（PDF）を導入する。 

 

(25)土地利用制度の活用による市街化の抑制【久留米市・小郡市】 

区域区分制度等の土地利用制度の活用により、浸水など災害発生の恐れがある土地の区

域については、必要に応じて、その区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況等を踏ま

え、市街化を抑制する手法の検討を行う。 

 

(26)開発行為に対する指導・情報提供【久留米市・小郡市】 

開発行為の協議の際、申請者に対して浸水実績の情報提供や、浸水に対しての自己防衛

の協力依頼を実施する。 

 

(27)一定規模の開発行為、建築行為についての届出【久留米市・小郡市】 

立地適正化計画で指定した誘導区域外で行う一定規模の開発行為・建築行為等の届出制

度により、災害の発生の恐れのある土地の区域への新たな開発や建築を管理し、土地利用

の誘導を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4- 29 事前届出制度について（久留米市ホームページより） 
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(28)居住誘導区域の見直し【久留米市】 

令和 3 年 9 月に立地適正化計画の改定（防災指針の策定）を行い、災害リスクの高い区

域については、居住誘導区域から除外をした。 

引き続き、災害の発生の恐れがある区域においては、必要に応じて居住誘導区域の見直

しを検討する。 

 

※居住誘導区域：人口減少下において、一定のエリアにおいて人口密度を維持することに

より、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう市が定めた、居住を誘導

すべき区域。（人口密度 40 人/ha 以上、鉄道駅から 800m 圏域、主要なバス停から 300m

圏域等を基準に設定。） 

 

 

 

 

(29)土地利用誘導方針の推進【久留米市】 

令和 2 年 3 月に策定した土地利用誘導方針に基づき、土砂災害や浸水被害等の災害リス

クの高い地域への対応など、防災・減災のまちづくりを進める。 

 

※土地利用誘導方針：土地利用に関する規制等について都市計画の観点から今後の進め方

を総合的・戦略的に整理し、土地利用の適切な誘導を図るため、土地利用規制・誘導に

おける運用の考え方を示すもの。 

 

図 4- 30 居住誘導区域（立地適正化計画）の見直しのイメージ 
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(30)止水板等の設置に伴う助成制度の創設【久留米市】 

住家等の浸水被害を軽減するため、建物の出入り口などに、止水板を設置するための費

用の一部を助成する制度を令和３年度より運用している。 

 

(31)公共施設への雨水貯留タンク設置【久留米市】 

雨水流出抑制を図るとともに、浸水被害軽減に対する市民意識の向上および啓発を図る

ため、公共施設への雨水貯留タンク設置を令和４年度より実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(32)水位標の設置【久留米市】 

道路冠水深を示す標を設置し、車両通行や避難時の目安とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

写真 4- 10 公共施設への雨水貯留タンク設置状況 

写真 4- 11 水位標設置状況 
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(33)用水の事前排水【久留米市】 

用排水調節器設置費の補助を行い、用水路の事前排水を容易に行うようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

(34)農業用ため池の事前放流【小郡市、大刀洗町】 

農業用ため池について、大雨が予測される際には営農に支障のない範囲で、各管理者へ

事前放流の協力依頼を行い、貯留能力の向上を図る。 

 

 

(35)堰の事前転倒【小郡市】 

石原川に設置されている堰について、大雨が予測される際には各管理者へ事前転倒の協

力依頼を行い、河川の水位をあらかじめ低下させ、ポケットを確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4- 31 用排水調節器の改良イメージ 
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(36)被災自治体の要請に基づく緊急内水対策車（排水ポンプ車等）の派遣【国】 

排水ポンプ車の派遣(夜間の場合は照明車も派遣)により強制排水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 写真 4- 12 令和 5年 7月豪雨における排水ポンプ車等の派遣状況（久留米市北野町鳥巣） 
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(37)被災自治体の要請に基づく緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)の派遣【国】 

大規模自然災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、国士交通省職員から

なる(緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE))が被災地方公共団体等に対して被害状況、迅速な把

握、被害の発生及び拡大防止、被災地の早期復旧、その他災害応急対策に対する技術的な

支援を円滑かつ迅速に実施する。 

 

※TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)とは、大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、被災地方公共団体等が行う災害応急対策に対する技術的な支援

を円滑かつ迅速に実施することを目的した国土交通省職員からなる派遣隊である。 

 

 

図 4- 32  TEC-FORCEの派遣イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

59 

(38)被災自治体の要請に基づく現地情報連絡員(リエゾン)の派遣【国】 

地方公共団体の所管施設等に著しい被害が発生又は発生が予想される場合に、該当する

地方公共団体へ国土交通省の職員を派遣し、迅速かつ円滑な災害対策を支援する。 

 

※リエゾン(災害対策現地情報連絡員)とは、市町が災害対応に追われ、国土交通省との

間で十分な連絡・連携が出来ない場合に連絡窓口として直接市町へ派遣される国土交

通省職員を指す。リエゾンとはフランス語で連絡・連携や橋渡し、繋ぐといった意味。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4- 13 リエゾンの派遣(令和 5年 7月) 


